
式 Ｈ３０目標 Ｒ１目標 Ｒ２目標

目
標
達
成
状
況

Ｈ３０実績 Ｒ１実績 Ｒ２実績

活動 戸田市自衛隊家族会への補助金交
件

1 1 1

① 付件数 1 1 －

活動 募集啓発活動回数
回

2 2 1

② 2 2 －

成果 補助金交付率
％

補助金交付額　÷　補助 100 100 100

① 金交付予定額　×　100 100 100 －

成果 市民の入隊者数
人

5 5 5

② 6 7 －

Ａ：活動・成果ともに達成した。

目標達成 ＜判断理由＞

補助金の交付等を通じ、自衛官募集事務を滞りなく実施した。
状況

成果指標である入隊者数についても、目標人数を達成し、前年度実績を上回る結果を得ることができた。
の分析

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 1 頁

事務事業名 6985 自衛官募集事業

担当組織 危機管理防災課 危機管理防災課 担当 危機管理担当

組織コード
R2 05 02 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
R2 01 02 01 10 02 01

記入日 令和 2年 6月17日
R1 05 02 00 R1 01 02 01 10 02 01

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 03 安心して安全に暮らせるまち ○ 対象

分野 02 防災

● 対象外
施策 31 地域防災力の強化

事業期間 昭和２９年度 ～ 令和２年度

自衛隊法第97条

根拠法令 関連計画
通 達 等 施政方針

事業区分 ● 法定受託事務 ○ 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

対象
市民

市民の自衛隊への関心と理解を増し、より多くの隊員の入隊を確保すること。

事業目的

補助金の交付と自衛隊への入隊広報活動への協力。

事業内容

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） ■協働･協力（ 自衛隊家族会 ）

２.実施結果

事
業
の
予
算
・
実
績

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

事 業 内 容

補助金の交付 補助金の交付 補助金の交付 補助金の交付 補助金の交付

と自衛隊への と自衛隊への と自衛隊への と自衛隊への と自衛隊への

入隊の広報活 入隊の広報活 入隊の広報活 入隊の広報活 入隊の広報活

動 動 動 動 動

事　業　費 130 131 133 131 131

財
源
内
訳

国庫支出金 60 60 60 60 60

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 0 0 0 0 0

一般財源 70 71 73 71 71

人　件　費 342.4 342.4 342.4 342.4 342.4

投入 常勤職員 0.05人 0.05人 0.05人 0.05人 0.05人

人員 非常勤職員 0人 0人 0人 0人 0人

事業費＋人件費 472 473 475 473 473

指標名 単位 説明・算定



2 頁

３.評価結果

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：施策の目標達成に貢献している。

＜判断理由＞
施策への貢献度

事業目的である自衛隊員の入隊者確保のため、広報活動を効率的・効果的に行っ

Ｂ Ｂ Ｂ ている。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２９年度 ３０年度 １年度 Ａ：経費の精査が十分になされている。

＜判断理由＞
経費水準

国庫支出金を活用し、限られた経費と人員により、効率的に広報活動を実施して

Ａ Ａ Ａ いる。

評価結果 事業手法は適正か。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：事業手法は適正な内容である。

＜判断理由＞
事業手法

市主催行事を活用した広報活動の実施等、積極的に自衛官募集事務を行っている

Ｂ Ｂ Ｂ 。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

２９年度 ３０年度 １年度 Ａ：受益・負担は十分な検討、見直しを実施している。

＜判断理由＞
受益・負担の公平性

受益者負担を求める事務ではなく、公平である。

Ａ Ａ Ａ

４．令和元年度中に実施した見直し内容
特になし

見直し内容

特になし

見直しの効果

５.今後の方針

●１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○令和３年度で終了 ○令和２年度で終了 ○令和元年度で終了

＜判断理由＞

国庫支出金の増減を勘案しながら、入隊者の確保を図るための工夫を続け、法定受託事務の範囲内において事業

事業の方向性 を実施する。

戸田市自衛隊家族会や自衛隊朝霞地域事務所と連携し、効果的な広報活動を実施することにより、入隊者の確保

に努める。

今後の取組方針



34,900 0 0 0

一般財源 109,170 95,386 136,504 60,680 60,680

人　件　費 4,793.6 4,793.6 4,793.6 4,793.6 4,793.6

投入 常勤職員 0.7人 0.7人 0.7人 0.7人 0.7人

人員 非常勤職員 0.1人 0.1人 0.1人 0.1人 0.1人

事業費＋人件費 113,964 135,080 141,298 65,474 65,474

指標名 単位 説明・算定式 Ｈ３０目標 Ｒ１目標 Ｒ２目標

目
標
達
成
状
況

Ｈ３０実績 Ｒ１実績 Ｒ２実績

活動 防災行政無線点検回数
件

2 2 2

① 2 2 －

活動 非常災害用井戸点検箇所件数
件

24 24 24

② 24 24 －

成果 防災行政無線通信不良報告件数
件

運用に支障を来す重大な 0 0 0

① 障害発生件数 0 0 －

成果 非常用災害井戸点検不良報告件数
件

運用に支障を来す重大な 0 0 0

② 障害発生件数 0 0 －

Ａ：活動・成果ともに達成した。

目標達成 ＜判断理由＞

防災行政無線は、固定系（親局１局、子局７７局）及び移動系（基地局１局、移動局１４５局）の音声通信及び点検を年間２
状況

回行い、通信不能等の報告がなく、有事の際の情報伝達手段として正常に機能していることを確認した。
の分析

非常災害用井戸（全２４箇所）は、毎月１回定期点検を行い、異常が報告された箇所は速やかに修繕を行い、常に正常稼働で

きる状態を確保している。

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 3 頁

事務事業名 7558 防災施設等整備事業

担当組織 危機管理防災課 危機管理防災課 担当 防災担当

組織コード
R2 05 02 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
R2 01 09 01 04 01 01

記入日 令和 2年 6月17日
R1 05 02 00 R1 01 09 01 04 01 01

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 03 安心して安全に暮らせるまち ● 対象

分野 02 防災

○ 対象外
施策 31 地域防災力の強化

事業期間 平成１７年度 ～ 令和２年度

災害対策基本法、電波法等関係法令 戸田市地域防災計画

根拠法令 関連計画
通 達 等 施政方針

事業区分 ○ 法定受託事務 ○ 自治事務のうち義務的なもの ● 自治事務のうち任意のもの

対象
市民

災害発生時に正確で機動的な応急対策活動が展開できるよう、防災行政無線等の防災設備及び災害用備蓄品の整備・充実を

事業目的 図る。

防災行政無線や災害用発電機、井戸・貯水槽などの設備、また、防災備蓄倉庫の非常用食料をはじめとする備蓄品類が、災

害時等に有効に機能・活用できるよう良好な状態を保つため、必要な点検・修理・更新等を行う。

事業内容

実施主体 ■市による単独直営 ■委託 （□3ｾｸ･財団 ■企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

２.実施結果

事
業
の
予
算
・
実
績

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

事 業 内 容

防災施設等の 防災施設等の 防災施設等の 防災施設等の 防災施設等の

機能維持及び 機能維持及び 機能維持及び 機能維持及び 機能維持及び

防災備蓄品の 防災備蓄品の 防災備蓄品の 防災備蓄品の 防災備蓄品の

強化 強化 強化 強化 強化

事　業　費 109,170 130,286 136,504 60,680 60,680

財
源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0 0

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 0



その他見直し ○令和３年度で終了 ○令和２年度で終了 ○令和元年度で終了

＜判断理由＞

今後も、防災施設・設備等の保守管理及び修繕等により、正常かつ確実に機能する災害対応体制の維持に努める

事業の方向性 とともに、災害時におけるライフラインの断絶による停電に対し、避難所の生活環境向上のため避難所設備の充

実を図る。

大規模災害時に備え、防災備蓄倉庫や災害用井戸などの既存設備の維持管理を継続して取り組むとともに、ライ

フライン断絶時における避難所の停電対策として、停電時でも照明機器等の使用を可能とする非常用発電機の設

置を行っていく。

今後の取組方針 また、防災行政無線による放送以外の手段による情報伝達として、昨年度デジタル防災ラジオを導入したことか

ら、今後も引き続き的確に防災情報を伝達できるひとつの手段として取り組んでいく。

4 頁

３.評価結果

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

２９年度 ３０年度 １年度 Ａ：施策の目標達成に大いに貢献している。

＜判断理由＞
施策への貢献度

防災施設・設備等の保守管理及び修繕の実施により、災害時に機能する体制の整

Ａ Ａ Ａ 備に努めている。また、食糧等の備蓄物資について、計画的な更新を実施してい

る。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：経費は適正な範囲である。

＜判断理由＞
経費水準

非常時に備え、施設整備や避難所への備蓄品を適切なサイクルで管理しており、

Ｂ Ｂ Ｂ 経費は適正な範囲である。

評価結果 事業手法は適正か。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：事業手法は適正な内容である。

＜判断理由＞
事業手法

防災施設及び設備等の保守管理業務は、専門的な知識や資格、経験を必要とする

Ｂ Ｂ Ｂ 業務が多く、それらを保有する民間事業者等に業務を委託することが正確かつ効

率的であることから事業手法は適正である。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：受益・負担は適正な範囲である。

＜判断理由＞
受益・負担の公平性

災害時に正常かつ確実に機能する体制の整備及び備蓄食料の計画的な更新業務等

Ｂ Ｂ Ｂ は、災害発生時における市民の生命、身体及び財産を守るために実施しているも

のであることから、受益・負担は適正な範囲である。

４．令和元年度中に実施した見直し内容
大規模災害時、避難所おける停電対策として非常用発電機の設計施工を行う。また、災害時に正確な情報を確実

に伝達するため、防災行政無線の伝達手段の拡充として、防災ラジオの導入を行った。

見直し内容

計画的かつ効果的な導入により、避難所における運営及び生活環境の向上を図るもの。また、防災ラジオでは、

市民から三千円の一部負担をいただきながら、配布事業を進め、防災行政無線の伝達手段の拡充を図った。

見直しの効果

５.今後の方針

●１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６



　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 0 6,000 0 0 0

一般財源 24,527 46,516 53,896 34,918 34,918

人　件　費 14,723.2 14,723.2 14,723.2 14,723.2 14,723.2

投入 常勤職員 2.15人 2.15人 2.15人 2.15人 2.15人

人員 非常勤職員 0.2人 0.2人 0.2人 0.2人 0.2人

事業費＋人件費 39,250 67,939 68,619 49,641 49,641

指標名 単位 説明・算定式 Ｈ３０目標 Ｒ１目標 Ｒ２目標

目
標
達
成
状
況

Ｈ３０実績 Ｒ１実績 Ｒ２実績

活動 防災訓練の実施回数
回

総合防災訓練参加実施自 23 23 23

① 主防災会数 33 23 －

活動 啓発事業の実施回数
回

講演会の実施回数 1 1 1

② 1 1 －

成果 防災訓練の参加者数
人

3,000 3,000 3,000

① 2,602 2,782 －

成果 啓発事業の参加者数
人

100 100 100

② 93 73 －

Ｂ：活動・成果のいずれかを達成した。

目標達成 ＜判断理由＞

令和元年度総合防災訓練は、自主防災会自らが訓練内容の構成・企画から訓練当日の運営・進行を全て担い実施した。市内一
状況

会場にて啓発イベント事業を実施し、防災意識の普及啓発を図った。また、防災講演会は水害に係る講演会を令和2年2月7日
の分析

に開催し、目標には届かなかったものの、73名の参加があった。

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 5 頁

事務事業名 7637 防災意識開発等事業

担当組織 危機管理防災課 危機管理防災課 担当 防災担当

組織コード
R2 05 02 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
R2 01 09 01 04 01 02

記入日 令和 2年 6月17日
R1 05 02 00 R1 01 09 01 04 01 02

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 03 安心して安全に暮らせるまち ● 対象

分野 02 防災

○ 対象外
施策 31 地域防災力の強化

事業期間 平成１７年度 ～ 令和２年度

災害対策基本法 戸田市地域防災計画

根拠法令 関連計画
通 達 等 施政方針

事業区分 ○ 法定受託事務 ○ 自治事務のうち義務的なもの ● 自治事務のうち任意のもの

対象
市民

自然災害の恐ろしさを再認識し、災害に対する備えを怠らないよう、市民の防災意識の高揚と防災力の向上を図る。

事業目的

防災基本条例の策定により、市、市民、防災関係機関等の責務及び役割を明らかにすることで、災害に強いまちづくりを目

指す。また、訓練、講演会、啓発事業などの実施を通じて、市民や市職員の防災意識及び災害対応能力の向上を図る。

事業内容

実施主体 ■市による単独直営 ■委託 （□3ｾｸ･財団 ■企業 □市民･NPO） ■協働･協力（ ）

２.実施結果

事
業
の
予
算
・
実
績

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

事 業 内 容

防災意識・防 防災意識・防 防災意識・防 防災意識・防 防災意識・防

災力の高揚を 災力の高揚を 災力の高揚を 災力の高揚を 災力の高揚を

図るため、防 図るため、防 図るため、防 図るため、防 図るため、防

災訓練、講演 災訓練、講演 災訓練、講演 災訓練、講演 災訓練、講演

事　業　費 24,527 53,216 53,896 34,918 34,918

財
源
内
訳

国庫支出金 0 700 0 0 0

県支出金 0 0 0 0 0

起　　



５.今後の方針

○１現状で継続 ●２拡大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○令和３年度で終了 ○令和２年度で終了 ○令和元年度で終了

＜判断理由＞

総合防災訓練や水害ワークショップなどを通じ、市民の防災意識の向上に務めているところである。今後につい

事業の方向性 ては、更なる地域防災力の向上を図るため、災害予防対策、災害応急対策及び復旧・復興対策における、市、市

民、自主防災組織、事業者及び防災ボランティアの責務又は役割を明文化し、防災対策を総合的かつ計画的に推

進し、災害に強いまちづくりを目指す。

総合防災訓練、防災講演会、防災士資格取得支援事業を継続して実施する。また、防災士資格取得者によるスキ

ルアップ講習を実施する。

災害時における自助、共助、公助が連携対応できる体制づくりを構築するため、様々な主体の災害予防対策、災

今後の取組方針 害応急対策及び復旧・復興対策における役割を明確化する「防災基本条例」の制定に取り組む。

6 頁

３.評価結果

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：施策の目標達成に貢献している。

＜判断理由＞
施策への貢献度

総合防災訓練や水害避難訓練の実施、自主防災会員に対する防災士資格取得支援

Ｂ Ｂ Ｂ により、防災意識の向上及び自助・共助の理念浸透につながる事業に取り組んで

いる。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：経費は適正な範囲である。

＜判断理由＞
経費水準

総合防災訓練の物品調達業務等は民間事業者に委託し、効率的かつ効果的に実施

Ｂ Ｂ Ｂ されている。また、業者選定は、競争入札を経て決定しており経費は適正範囲で

ある。

評価結果 事業手法は適正か。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：事業手法は適正な内容である。

＜判断理由＞
事業手法

消防本部・消防署及び消防団と協力しながら実施するとともに、民間事業者への

Ｂ Ｂ Ｂ 委託を組み合わせて適正に事業を実施している。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：受益・負担は適正な範囲である。

＜判断理由＞
受益・負担の公平性

自主防災会を対象とした各種訓練や防災意識啓発事業は、地域の防災意識高揚、

Ｂ Ｂ Ｂ 自助・共助の理念浸透につながる取り組みであり、受益・負担は適正な範囲であ

る。

４．令和元年度中に実施した見直し内容
令和元年度総合防災訓練では、前年度に引き続き地域における共助の意識の更なる浸透のため、訓練内容の構成

・企画から訓練当日の運営・進行を全て自主防災会が行う形式で実施した。また、複数の自主防災会が参加する

見直し内容 水害避難訓練では、指定緊急避難所となる学校において、荒川氾濫時に想定される水害被害を想定し高所避難訓

練等を実施した。

総合防災訓練の企画・運営を自主防災会にシフトした効果として、自主防災会の主体性の向上及び自助・共助の

意識醸成が挙げられる。また、水害避難訓練では、避難行動や発令等を実施することにより防災意識の向上に寄

見直しの効果 与した。



0 250

財
源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0 0

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 0 0 0 0 0

一般財源 6,203 3,897 14,205 250 250

人　件　費 6,505.6 6,505.6 6,505.6 6,505.6 6,505.6

投入 常勤職員 0.95人 0.95人 0.95人 0.95人 0.95人

人員 非常勤職員 0人 0人 0人 0人 0人

事業費＋人件費 12,709 10,403 20,711 6,756 6,756

指標名 単位 説明・算定式 Ｈ３０目標 Ｒ１目標 Ｒ２目標

目
標
達
成
状
況

Ｈ３０実績 Ｒ１実績 Ｒ２実績

活動 防災会議の開催回数
回

1 1 1

① 0 1 －

活動
② －

成果 地域防災計画の見直し・改善を行
回

1 1 1

① った回数 0 1 －

成果
② －

Ａ：活動・成果ともに達成した。

目標達成 ＜判断理由＞

平成28年度に地域防災計画の改訂を実施し、今後の見直しのため調査等を実施した。
状況

の分析

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 7 頁

事務事業名 27963 地域防災計画事業

担当組織 危機管理防災課 危機管理防災課 担当 防災担当

組織コード
R2 05 02 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
R2 01 09 01 04 01 03

記入日 令和 2年 6月17日
R1 05 02 00 R1 01 09 01 04 01 03

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 03 安心して安全に暮らせるまち ○ 対象

分野 02 防災

● 対象外
施策 31 地域防災力の強化

事業期間 平成２３年度 ～ 令和２年度

災害対策基本法 戸田市第４次総合振興計画

根拠法令 関連計画 戸田市地域防災計画

通 達 等 施政方針

事業区分 ○ 法定受託事務 ○ 自治事務のうち義務的なもの ● 自治事務のうち任意のもの

対象
市民

災害対策（災害予防活動、災害応急対策活動、災害復旧活動等）を実施し、市民の生命、身体及び財産を自然災害から守る

事業目的 ため、災害対策の基本方針である「戸田市地域防災計画」を整備する。

災害対策基本法等の各種防災関係法令や、防災基本計画、埼玉県地域防災計画の上位計画等の改訂を踏まえ、戸田市地域防

災計画の必要な見直しを行うとともに、その実施を推進するため必要に応じ「戸田市防災会議」の適切な運営の補助を行う

事業内容 。

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

２.実施結果

事
業
の
予
算
・
実
績

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

事 業 内 容

地域防災計画 地域防災計画 地域防災計画 地域防災計画 地域防災計画

推進に係る戸 推進に係る戸 推進に係る戸 推進に係る戸 推進に係る戸

田市防災会議 田市防災会議 田市防災会議 田市防災会議 田市防災会議

運営補助 運営補助 運営補助 運営補助 運営補助

事　業　費 6,203 3,897 14,205 25



ながら、地域防災力の向上のため、より実効性のある地域防災計画の整備

事業の方向性 を行っていく。

防災基本条例、地域強靭化計画の策定を予定しており、当該、条例及び計画の策定後は、これらの内容を踏まえ

た地域防災計画の見直しが必要となることから、他自治体の事例等の調査研究を行い制定に取り組む。

今後の取組方針

8 頁

３.評価結果

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：施策の目標達成に貢献している。

＜判断理由＞
施策への貢献度

市民の生命、身体及び財産を自然災害から守るため、災害対策の基本方針である

Ｂ Ｂ Ｂ 「戸田市地域防災計画」の運用をするとともに、社会の実情や市民意識に合わせ

戸田市地域防災計画の見直しを行う事業であり、施策における目標達成に貢献し

ている。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：経費は適正な範囲である。

＜判断理由＞
経費水準

災害発生等の社会情勢、災害対策基本法や防災基本計画、埼玉県地域防災計画の

Ｂ Ｂ Ｂ 改訂等に併せ、戸田市地域防災計画の改訂業務及び改訂内容の審議・改訂を行う

経費であり、適正な範囲である。

評価結果 事業手法は適正か。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：事業手法は適正な内容である。

＜判断理由＞
事業手法

戸田市地域防災計画の改訂作業は、災害対策基本法や防災基本計画の改訂等に基

Ｂ Ｂ Ｂ づき、戸田市防災会議による改訂方針の検討・決定、改訂方針に基づいた改訂内

容の審議・作成、パブリックコメントによる改訂内容に対する市民からの意見徴

取、改訂内容の決定という手順で進めており、事業手法は適正な内容である。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：受益・負担は適正な範囲である。

＜判断理由＞
受益・負担の公平性

戸田市地域防災計画は、戸田市全体及び全市民の生命、身体及び財産を自然災害

Ｂ Ｂ Ｂ から守ることを定めた計画であり、戸田市民及び戸田市に関わる人すべてに関係

することから、受益・負担は適正な範囲である。

４．令和元年度中に実施した見直し内容
特になし

見直し内容

特になし

見直しの効果

５.今後の方針

●１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○令和３年度で終了 ○令和２年度で終了 ○令和元年度で終了

＜判断理由＞

国、県の防災計画の改定状況を注視し



0 0 0 0

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 0 0 0 0 0

一般財源 3,795 1,187 0 0 0

人　件　費 1,027.2 1,027.2 0 0 0

投入 常勤職員 0.15人 0.15人 0人 0人 0人

人員 非常勤職員 0人 0人 0人 0人 0人

事業費＋人件費 4,822 2,214 0 0 0

指標名 単位 説明・算定式 Ｈ３０目標 Ｒ１目標 Ｒ２目標

目
標
達
成
状
況

Ｈ３０実績 Ｒ１実績 Ｒ２実績

活動 地域強靭化計画策定のための会議
回

会議開催回数 - 2 3

① 開催回数 - 1 －

活動
② －

成果 地域強靭化計画の策定
回

計画の策定 - - 1

① - - －

成果
② －

Ａ：活動・成果ともに達成した。

目標達成 ＜判断理由＞

地域強靭化計画策定に向けて、目標の明確化、リスクシナリオ及び脆弱性の分析・評価等の調整を図った。
状況

の分析

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 9 頁

事務事業名 50925 地域強靭化計画事業

担当組織 危機管理防災課 危機管理防災課 担当 防災担当

組織コード
R2 05 02 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
R2 01 09 01 04 01 04

記入日 令和 2年 6月17日
R1 05 02 00 R1 01 09 01 04 01 04

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 03 安心して安全に暮らせるまち ● 対象

分野 02 防災

○ 対象外
施策 31 地域防災力の強化

事業期間 令和元年度 ～ 令和２年度

国土強靭化基本法

根拠法令 関連計画
通 達 等 施政方針

事業区分 ○ 法定受託事務 ○ 自治事務のうち義務的なもの ● 自治事務のうち任意のもの

対象
市民、職員

大規模災害が発生しても市民の生命を最大限守り、地域社会の重要な機能を維持する「強さ」と、生活・経済への影響、市

事業目的 民の財産などの被害をできる限り軽減して迅速な復旧・復興ができる「しなやかさ」を備える災害に強いまちを目指す。

市の地理的状況、地形的状況、過去の災害による被害状況などから、発生が想定される災害に対し、多数の人的・物的被害

や、医療、ライフライン、治安、経済、福祉の分野など、広範にわたる様々な「起きてはならない最悪の事態」に対し、「

事業内容 強さ」と「しなやかさ」を備える災害に強いまちづくりのため、平常時から地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画的に

推進するために地域強靭化計画を策定する。

実施主体 ■市による単独直営 ■委託 （□3ｾｸ･財団 ■企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

２.実施結果

事
業
の
予
算
・
実
績

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

事 業 内 容

地域強靭化計 地域強靭化計

画検討委員会 画の策定

等の開催

事　業　費 3,795 1,187 0 0 0

財
源
内
訳

国庫支出金 0



計画的に推進する

ための基本的な計画となるものであり、災害に強いまちづくりの実現に必要なものである。

本計画は、令和3年度から始まる第５次総合振興計画の策定にあわせ、策定業務を実施していくとともに、総合

振興計画にその内容を取り込んでいくものとする。

今後の取組方針

10 頁

３.評価結果

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：施策の目標達成に貢献している。

＜判断理由＞
施策への貢献度

様々な「起きてはならない最悪の事態」に対し、「強さ」と「しなやかさ」を備

－ Ｂ Ｂ えた災害に強いまちづくりのため、市全体の施策を総合的かつ計画的に推進する

ため、地域強靭化計画を策定するものであり、地域防災力の強化に貢献するもの

である。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：経費は適正な範囲である。

＜判断理由＞
経費水準

令和3年度から始まる第５次総合振興計画の策定状況に合わせ、地域強靭化計画

－ Ｂ Ｂ と総合振興計画との整合性を図り、関係部署との調整を行いながら策定業務を進

める予定であり、経費は適切な範囲である。

評価結果 事業手法は適正か。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：事業手法は適正な内容である。

＜判断理由＞
事業手法

市民の生命・財産を守るための計画であり、市民生活に大きく関与するものであ

－ Ｂ Ｂ ることから、市民を含めた検討委員会を立ち上げ、業務を進めていく予定である

。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：受益・負担は適正な範囲である。

＜判断理由＞
受益・負担の公平性

地域強靭化計画は市民の生命、財産を守るための施策を推進するためのものであ

－ Ｂ Ｂ り、すべての戸田市民に関係

するものであることから、受益・負担の公平性は適正である。

４．令和元年度中に実施した見直し内容
特になし

見直し内容

特になし

見直しの効果

５.今後の方針

○１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○令和３年度で終了 ●令和２年度で終了 ○令和元年度で終了

＜判断理由＞

地域強靭化計画は、大規模自然災害に伴って発生する様々な「起きてはならない最悪の事態」を想定し、その事

事業の方向性 態の発生を回避するための施策や発生した際の被害を軽減する施策を、平常時から総合的かつ



302 397 302 302

人　件　費 2,054.4 2,054.4 3,424 3,424 3,424

投入 常勤職員 0.3人 0.3人 0.5人 0.5人 0.5人

人員 非常勤職員 0人 0人 0人 0人 0人

事業費＋人件費 2,055 2,356 3,821 3,726 3,726

指標名 単位 説明・算定式 Ｈ３０目標 Ｒ１目標 Ｒ２目標

目
標
達
成
状
況

Ｈ３０実績 Ｒ１実績 Ｒ２実績

活動 国民保護協議会の開催回数
回

1 1 1

① 0 0 －

活動
② －

成果 国民保護計画の見直し・改善を行
回

1 1 1

① った回数 0 0 －

成果
② －

Ａ：活動・成果ともに達成した。

目標達成 ＜判断理由＞

戸田市国民保護協議会条例の制定、戸田市国民保護計画の策定は完了している。今後国民保護計画の改訂を行う際には国民保
状況

護協議会を開催していく。
の分析

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 11 頁

事務事業名 23846 国民保護計画事業

担当組織 危機管理防災課 危機管理防災課 担当 危機管理担当

組織コード
R2 05 02 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
R2 01 09 01 04 03 01

記入日 令和 2年 6月17日
R1 05 02 00 R1 01 09 01 04 03 01

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 03 安心して安全に暮らせるまち ○ 対象

分野 02 防災

● 対象外
施策 31 地域防災力の強化

事業期間 平成１８年度 ～ 令和２年度

「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置 １．国民の保護に関する基本指針

根拠法令 に関する法律」（国民保護法） 関連計画 ２．国民保護に関する埼玉県計画

通 達 等 施政方針

事業区分 ● 法定受託事務 ○ 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

対象
市民

武力攻撃・災害等から市民の生命、身体及び財産を守るため、必要な措置と活動を定めた国民保護計画を策定する。

事業目的

国民保護計画は、国の「国民の保護に関する基本指針」と国民保護に関する埼玉県計画に基づき、武力攻撃・災害等から市

民の生命、身体及び財産を守るため、平時より警報の伝達、市民の避難及び救援等に関する事項を定めた計画（国民保護計

事業内容 画）を策定する。

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

２.実施結果

事
業
の
予
算
・
実
績

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

事 業 内 容

国民保護計画 国民保護事業 国民保護事業 国民保護事業 国民保護事業

の各種マニュ の推進 の推進 の推進 の推進

アルの改善

事　業　費 1 302 397 302 302

財
源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0 0

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 0 0 0 0 0

一般財源 1



効率化を図る。

国、埼玉県の国民保護に関する動向を注視し、適切な戸田市国民保護計画の運用を図る。また、防災行政無線子

局のデジタル化を推進し、国からの緊急情報を防災行政無線を用いて住民に迅速かつ確実に伝達できる体制を整

えるため全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の訓練を行っていく。

今後の取組方針

12 頁

３.評価結果

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：施策の目標達成に貢献している。

＜判断理由＞
施策への貢献度

武力攻撃等の事態が発生した場合に備え、市民の生命、身体及び財産を守るため

Ｂ Ｂ Ｂ に、戸田市国民保護計画を策定するとともに、必要に応じて、計画の見直し・改

善を図るための事業であり、施策への貢献度が高い事業である。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：経費は適正な範囲である。

＜判断理由＞
経費水準

国や埼玉県からの指導・通達に基づき戸田市国民保護計画の変更を行う場合や、

Ｂ Ｂ Ｂ 戸田市民の保護のための措置に関する重要事項を審議するために開催する戸田市

国民保護協議会の事業費であり、経費は適切な範囲である。

評価結果 事業手法は適正か。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：事業手法は適正な内容である。

＜判断理由＞
事業手法

令和元年度は、国や埼玉県の国民保護計画の見直しを受けて、国民保護協議会で

Ｂ Ｂ Ｂ 審議すべき重要事項等の案件の確認をおこなった。令和2年度には国民保護協議

会の開催及び戸田市国民保護計画の見直しを実施する予定である。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：受益・負担は適正な範囲である。

＜判断理由＞
受益・負担の公平性

武力攻撃等の事態が発生した場合に備え、市民の生命、身体及び財産を守るため

Ｂ Ｂ Ｂ に、戸田市国民保護計画の策定、見直し・改善等を行うための事業であることか

ら、受益・負担は適正な範囲である。

４．令和元年度中に実施した見直し内容
特になし

見直し内容

特になし

見直しの効果

５.今後の方針

○１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継続 ●４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○令和３年度で終了 ○令和２年度で終了 ○令和元年度で終了

＜判断理由＞

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）導入事業と本事業とは関連の強い密接な事業であることから、本事業へ統

事業の方向性 合し事務の



0 0

一般財源 11,946 21,560 0 0 0

人　件　費 1,369.6 1,369.6 0 0 0

投入 常勤職員 0.2人 0.2人 0人 0人 0人

人員 非常勤職員 0人 0人 0人 0人 0人

事業費＋人件費 13,316 22,930 0 0 0

指標名 単位 説明・算定式 Ｈ３０目標 Ｒ１目標 Ｒ２目標

目
標
達
成
状
況

Ｈ３０実績 Ｒ１実績 Ｒ２実績

活動 子局スピーカーデジタル化数
基

3 3 5

① 3 3 －

活動
② －

成果 防災行政無線子局デジタル化率
％

89 93 100

① 89 93 －

成果
② －

Ａ：活動・成果ともに達成した。

目標達成 ＜判断理由＞

令和元年度は、防災行政無線固定系子局のデジタル化を３局実施し、活動・成果とも目標を達成した。
状況

の分析

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 13 頁

事務事業名 30204 全国瞬時警報システム導入事業

担当組織 危機管理防災課 危機管理防災課 担当 危機管理担当

組織コード
R2 05 02 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
R2 01 09 01 04 03 02

記入日 令和 2年 6月17日
R1 05 02 00 R1 01 09 01 04 03 02

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 03 安心して安全に暮らせるまち ○ 対象

分野 02 防災

● 対象外
施策 31 地域防災力の強化

事業期間 平成２１年度 ～ 令和２年度

「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置

根拠法令 に関する法律」（国民保護法） 関連計画
通 達 等 施政方針

事業区分 ○ 法定受託事務 ● 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

対象
市民

国民保護計画で想定されている武力攻撃や緊急地震速報等、対処に時間的余裕のない事態に関する緊急情報を、市民に「全

事業目的 国瞬時警報システム」により迅速に情報伝達し、市民の生命と財産を守る。

人工衛星を用いて国（内閣官房・気象庁から消防庁を経由）から送信される「弾道ミサイル情報」、「緊急地震速報」等、

対処に時間的余裕のない事態に関する情報を専用端末により受信し、市内７７箇所に設置されている同報系防災行政無線等

事業内容 から自動起動する「全国瞬時警報システム」の運用を行う。

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

２.実施結果

事
業
の
予
算
・
実
績

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

事 業 内 容

子局のデジタ 子局のデジタ

ル化に伴う整 ル化に伴う整

備 備

事　業　費 11,946 21,560 0 0 0

財
源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0 0

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 0 0 0



から、今後は国民保護計画事業へ事業

を統合し、今後も全国瞬時警報システムの適切な運用及び国からの緊急情報を迅速かつ確実に伝達することので

きる体制を維持する。

今後の取組方針

14 頁

３.評価結果

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：施策の目標達成に貢献している。

＜判断理由＞
施策への貢献度

「全国瞬時警報システム」の整備、防災行政無線子局のデジタル化を行う事業で

Ｂ Ｂ Ｂ ある。国民保護計画で想定されている武力攻撃や緊急地震速報等の緊急情報を、

市民に迅速に情報伝達し市民の生命や財産を守るためのものであり、施策の目標

達成に貢献している。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：経費は適正な範囲である。

＜判断理由＞
経費水準

子局のデジタル化業務については、業者選定を入札により決定しており、事業経

Ｂ Ｂ Ｂ 費は適正な範囲である。

評価結果 事業手法は適正か。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：事業手法は適正な内容である。

＜判断理由＞
事業手法

市民の生命を守るための重要な緊急情報である武力攻撃や緊急地震速報等を市内

Ｂ Ｂ Ｂ に確実に届けるため、国の無線デジタル化政策に対応するため既存子局のデジタ

ル化を進めており、事業手法は適正である。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：受益・負担は適正な範囲である。

＜判断理由＞
受益・負担の公平性

国民保護計画で想定されている武力攻撃や緊急地震速報等の緊急情報を伝達する

Ｂ Ｂ Ｂ 「全国瞬時警報システム」の整備・運用を行う事業である。市民全体に迅速に情

報伝達し市民の生命や財産を守ることが目的であり、受益・負担は適正な範囲で

ある。

４．令和元年度中に実施した見直し内容
特になし

見直し内容

特になし

見直しの効果

５.今後の方針

○１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○令和３年度で終了 ●令和２年度で終了 ○令和元年度で終了

＜判断理由＞

国民保護計画事業と関連の強い密接な事業であることから統合することにより事務の効率化を図る。

事業の方向性

子局のデジタル化については令和２年度をもって１００％達成となること



,785 2,785 2,785

一般財源 0 0 13 0 0

人　件　費 2,054.4 2,054.4 2,054.4 2,054.4 2,054.4

投入 常勤職員 0.3人 0.3人 0.3人 0.3人 0.3人

人員 非常勤職員 0.15人 0.15人 0.15人 0.15人 0.15人

事業費＋人件費 3,975 4,837 4,852 4,839 4,839

指標名 単位 説明・算定式 Ｈ３０目標 Ｒ１目標 Ｒ２目標

目
標
達
成
状
況

Ｈ３０実績 Ｒ１実績 Ｒ２実績

活動 加入促進対策回数
回

加入の促進、啓発活動の 6 6 6

① 回数 6 6 －

活動
② －

成果 火災共済の加入世帯数
世帯

年間加入世帯数 3,400 3,400 3,400

① 2,855 2,723 －

成果
② －

Ｂ：活動・成果のいずれかを達成した。

目標達成 ＜判断理由＞

広報への掲載や、町会単位での加入者の取りまとめ、加入予約期間の延長等、加入促進対策を行ったが、共済加入世帯数はや
状況

や減少した。加入世帯が伸びない要因としては、賃貸物件ではほとんどの場合火災保険の加入が必要であり、また内容も充実
の分析

しているため、戸田市の火災共済に加入するメリットが少ないということが考えられる。

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 15 頁

事務事業名 7362 火災共済事業

担当組織 市民生活部 防犯くらし交通課 担当 交通担当

組織コード
R2 13 06 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
R2 10 01 01 01 01 01

記入日 令和 2年 6月23日
R1 13 06 00 R1 10 01 01 01 01 01

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 03 安心して安全に暮らせるまち ○ 対象

分野 02 防災

● 対象外
施策 31 地域防災力の強化

事業期間 昭和６２年度 ～ 令和２年度

戸田市火災共済条例・戸田市火災共済条例施行規則

根拠法令 関連計画
通 達 等 施政方針

事業区分 ○ 法定受託事務 ○ 自治事務のうち義務的なもの ● 自治事務のうち任意のもの

対象
戸田市に居住し、かつ、住民基本台帳に世帯主として記録されている者。

火災により被害を受けた者に応急の資金を給付するため、相互扶助の精神に基づく共済制度を設け、もって、市民生活の安

事業目的 定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

加入しようとする者が掛金を添えて申し込み、火災により被害を受けたときは、その被害の程度に応じ、共済見舞金を支給

する。

事業内容

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

２.実施結果

事
業
の
予
算
・
実
績

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

事 業 内 容

火災の被害を 火災の被害を 火災の被害を 火災の被害を 火災の被害を

受けた時、共 受けた時、共 受けた時、共 受けた時、共 受けた時、共

済見舞金を支 済見舞金を支 済見舞金を支 済見舞金を支 済見舞金を支

給 給 給 給 給

事　業　費 1,921 2,783 2,798 2,785 2,785

財
源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0 0

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 1,921 2,783 2



ディアなど多様な媒体による周知を継続して実施する。

今後の取組方針

16 頁

３.評価結果

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：施策の目標達成に貢献している。

＜判断理由＞
施策への貢献度

罹災直後の応急資金を給付することで、罹災者の生活安定の支援となることから

Ｂ Ｂ Ｂ 、施策の目標達成に貢献している。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：経費は適正な範囲である。

＜判断理由＞
経費水準

掛金収入で見舞金の支出を賄うことができていることから、経費の水準は適正範

Ｂ Ｂ Ｂ 囲である。

評価結果 事業手法は適正か。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：事業手法は適正な内容である。

＜判断理由＞
事業手法

福祉総務課と連携することで得られる火災発生の情報から、その地域の加入者を

Ｂ Ｂ Ｂ 把握することで、見舞金の申請漏れの防止に努めるなど、適正な運営を行ってい

る。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：受益・負担は適正な範囲である。

＜判断理由＞
受益・負担の公平性

本事業は相互扶助の制度であり、掛金収入で見舞金の支出を賄えているので、受

Ｂ Ｂ Ｂ 益・負担の公平性が図られている。

４．令和元年度中に実施した見直し内容
加入世帯数の増加を図るため、次年度加入予約期間を例年より１カ月延長した。

見直し内容

加入世帯数は微減となったが、予約期間中の加入世帯数は、現状維持となった。

見直しの効果

５.今後の方針

●１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○令和３年度で終了 ○令和２年度で終了 ○令和元年度で終了

＜判断理由＞

現状の掛金収入によって、見舞金の支出が賄えている。また、加入者数は減少傾向にはあるが、手軽に加入でき

事業の方向性 る共済事業に市民ニーズはあることから、事業規模としては現状のまま継続していく。

加入者世帯数の増加に向けて、新年度前の予約期間中における各町会での加入受付取りまとめや、市内金融機関

等での加入受付に加え、ホームページやソーシャルメ


